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「114 デジタル手続アプリ利用規定」の一部改定のお知らせ 

 

いつも格別のお引き立てをいただき誠にありがとうございます。 

百十四銀行では、「114 デジタル手続アプリ利用規定」を 2026 年 6 月 23 日（火）より下表のとおり改定いたしますのでご案内申し上げます。 

 

変更前 変更後（下線部分が変更・追加箇所） 

第 1条 本アプリの利用 

（省略） 

5. 本サービスの利用は、必ず、通帳またはキャッシュカード（第 6条を除

き、別段の定めがない限り当行所定のカードローンカードを含みます。）

のご本人さま（ご名義人）が行ってください。また、本サービスの手続

きの受付状況は、本アプリの履歴確認画面でご確認ください。 

 

 

（省略） 

 

 

 

 

第 3条 利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行 

（省略） 

2．次の場合、お客さまは前項のサービスを利用いただくことができません。 

⑦お手元のキャッシュカードと異なる種類のカード再発行を希望され

る場合 

 

第 1条 本アプリの利用 

（省略） 

5. 本サービスの利用は、必ず、通帳またはキャッシュカードのご本人さま

（ご名義人）が行ってください。キャッシュカードには、第 6条を除き、

別段の定めがない限り当行所定のカードローンカードを含みます。ま

た、本サービスの手続きの受付状況は、本アプリの履歴確認画面でご確

認ください。 

（省略） 

 

8．本アプリで申込みを完了した手続きの内容の変更・キャンセルはできま

せん。 

（省略） 

 

第 3 条 利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行 

（省略） 

2．次の場合、お客さまは前項のサービスを利用いただくことができません。 

⑦お手元のキャッシュカードと異なる種類のカード再発行を希望され

る場合 

（ただし、お手元のキャッシュカードがMSキャッシュカードであり、

MSキャッシュカードの再発行を希望される場合は、ICキャッシュカー

ドを発行いたします。） 

以上 


